
評価手法検討小委員会の設置について 

 

平成２２年８月 

 

１． 目的 

 平成２１年の化学物質審査規制法改正（平成２３年４月施行）により、す

べての化学物質を対象に、行政が、２段階の評価（スクリーニング評価、リ

スク評価）を経て規制の対象となる物質を絞り込むこととなっている。 

これらの評価手法は、高度な専門的知見を有する学識経験者や産業界の専

門家等以外の見識も問いながら策定する必要がある。このため、化学物質審

議会安全対策部会の下に、評価手法検討小委員会を設置することとする。 

 

２． 検討事項 

（１） スクリーニング評価（優先的に安全性の評価を行う物質を絞り込む）

のための具体的な手法について 

（２） リスク評価（規制の必要がある化学物質を、詳細なデータを用いて抽

出する。）のための具体的な手法について 

  

３． 検討体制 

化審法は、厚生労働省、経済産業省、環境省の共管により施行・運用さ

れている。このため、本委員会も含めた３省の関係審議会の合同開催によ

って検討内容を集約する形式をとることとする。 

 

４． スケジュール 

平成２２年度内に「中間報告（スクリーニング評価手法のまとめ）」及

び「最終報告（リスク評価手法のまとめ）」をとりまとめる。 
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